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③ 平成 29年３月に幼稚園教育要領、保育所保育指針、幼保連携型認定こども園教育・

保育要領が改訂され、来年度から全面実施されます。 

新幼稚園教育要領等では、改訂の基本的な方針として 

1)幼児期の終わりまでに育ってほしい姿※の明確化 

※「健康な心と体」「自立心」「協同性」「道徳性・規範意識の芽生え」「社会生活と

の関わり」「思考力の芽生え」「自然との関わり・生命尊重」「数量や図形、標識

や文字などへの関心・感覚」「言葉による伝え合い」「豊かな感性と表現」 

   2)小学校教育との円滑な接続 

    幼児期の終わりまでに育ってほしい姿を小学校の教員と共有するなど連携を図

り、幼稚園教育と小学校教育との円滑な接続を図ることなどが示されました。 

 

④ ベネッセ教育総合研究所の「幼児期から小学 1年生の家庭教育調査」（平成 28年３

月）では、幼児期から小学校入学期までの子どもの学びの様子等に関して、①生活習

慣、②文字・数・思考、③学びに向かう力（協調性、自己抑制、がんばる力など）、

がそれぞれどのように影響しあいながら伸びていくかについて縦断調査が行われま

した。 

それによると、子どもの学びは幼児期から小 1 期にかけて、「生活習慣」が土台と

なり、「学びに向かう力」と「文字・数・思考」が影響し合い成長していることがわ

かりました。 

＜ベネッセ教育総合研究所における調査の概要＞ 

・「生活習慣」、「学びに向かう力」、「文字・数・思考」については、それぞれ前の学年

の力が次の学年の力の成長につながっていた。 

・年少児期の「生活習慣」が年中児期の「学びに向かう力」の成長につながり、年中児

期の「学びに向かう力（協調性）」が年長児期の「言葉」の力につながっていた。 

・年長児期の「文字・数・思考（言葉）」は、小１期の「学びに向かう力」の多くの項

目につながっていた。 

・年長児期の「生活習慣」「がんばる力」「言葉」が小１期の学習態度につながっていた。 

 

 

（３）小学校への円滑な接続について 

① 上述のように、幼児教育は、小学校以降での生活や学習の基盤の育成につながる

ものであり、幼児教育において育まれた資質・能力を踏まえ、小学校教育が円滑に

行われるように、幼児教育と小学校教育との円滑な接続を図ることが重要です。 

 

② 一方、幼稚園等と小学校の教育環境に違いが存在するため、子どもたちが小学校

入学時に学校生活にうまく馴染めないなどの問題（小１プロブレム）が指摘されて

います。 
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③幼稚園等と小学校の生活・学びの特徴や違い、円滑な接続の必要性などについて 

記述するとともに、円滑な接続のための保育・教育活動、指導の工夫を記述し、 

教職員が指導等に活かせるようにする。 

 

【他県等における保幼小接続カリキュラムの作成状況】 

  平成 20～27 年度の間に保幼小接続カリキュラム（及びそれに準ずるもの）を作成

している都道府県は７都県（東京都、埼玉県、富山県、愛知県、福井県、山口県、 

大分県）です。岐阜県と奈良県は、今年度中の完成を目指し作成中です。 

（国立教育政策研究所の調査） 

 

（２）幼稚園等における教育・保育活動の充実 

〇 野外体験保育の普及・啓発を図るため、野外体験保育リーフレットの配布、幼稚園 

教諭・保育士等を対象とした野外体験保育事例研究会の開催、幼稚園等への野外体験 

保育アドバイザーの派遣を実施しています。         【子ども・家庭局】 

 

〇 「ＣＬＭ（Check List In Mie）※と個別の指導計画」や市町の専門的な職員等を 

活用し、発達障がいなど特別な支援を必要とする子どもたちへのきめ細かな支援が行 

えるよう取り組んでいます。また、幼稚園等における教育・子育て相談機能の充実に 

取り組んでいます。 

小学校への就学にあたっては、ＣＬＭ等の指導・支援に必要な情報が円滑に引き継 

がれるよう市町教育委員会に働きかけるとともに、パーソナルカルテを活用した切れ

目ない支援体制の充実を図っています。      【子ども・家庭局、教育委員会】 

   ※ ＣＬＭ（Check List In Mie）:幼稚園等に通う発達障がい児等の行動等を観察し、個別の指導計画を作成するためのアセ 

スメントツール 

 

（３）幼児教育を担う人材の資質向上 

〇 新規採用教員研修や教職経験 11年次研修の実施 

幼稚園等と小学校が相互に保育・授業を参観したり、指導内容や指導方法について

交流したりして、相互理解を図っています（平成 29 年度は、新規採用教員研修受講

者 23名、教職経験 11年次研修受講者 11名）。また保育士を対象に含めた乳幼児教育

に関する講座も併せて実施しています（平成 29 年度は、幼稚園教諭延べ 205 名、保

育教諭延べ 42名、保育士延べ 70名）。              【教育委員会】 

〇 園長等に対する研修 

小中学校・県立学校の管理職と合同で、園・学校経営の改善や災害時におけるリー

ダーシップ等、管理職に求められる役割に関する講座を設けています。【教育委員会】 

○ 幼稚園教諭・保育教諭・保育士等に対する研修 

新任の保育士・保育教諭を対象とした就業継続支援研修（平成 29 年度の参加者数

は 205名）を実施するとともに、保育所経営者・管理者を対象として、職場環境改善

やトップマネジメント能力の向上等のための研修を実施しています。【子ども・家庭局】 
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また、幼稚園教諭・保育教諭・保育士を対象とした就学前元気アップ研修会を開催

し、幼児期からの運動遊びをとおした基礎的な動きづくりの指導法について学んでい

ます。（受講者 58 名）                     【教育委員会】 

 

３ 取組事例 

（１）名張市の取組 

名張市では、名張市子どもセンターを拠点として、０歳から 18歳までの教育・福祉 

の充実を目指した取り組みを進めています。 

具体的には、 

・保育所・幼稚園・小学校・中学校の 10年間を見据えた「接続期のカリキュラム し 

っかりつなぐ育ちのバトンカリキュラム（試行版）」作成し、有効な手立て・指導 

方法についての実践を進めています。 

・幼児教育アドバイザー２名が小学校・幼稚園等を巡回し、接続期の児童の状況を把 

握するとともに、有効な指導内容・指導方法・手だてを探り、「接続期のカリキュ 

ラム」の作成に生かしています。 

・園内体制整備や教員の支援・指導力向上のための研修を行っています。 

平成 30 年度からは、教職員のＯＢが「ピカ１先生」となって各園を巡回し、接続カ

リキュラムに基づく取組を実践するとともに、幼稚園等の指導等に生かす「ばりっ子 

ピカピカ小１学級体験プロジェクト」を実施予定です。 

 

（２）東員町の取組（16年一貫教育の取組） 

  東員町では、平成 25年度から 16年間一貫教育プランに基づいた実践を展開してお 

り、「自立する力」と「ともに生きる力」の育成を目標として、基本的信頼感・自己肯 

定感・自己有能感を育んでいます。 

  具体的には、 

・０歳から中学生にかけて町選定の 301冊の読書に取り組む「読書登山」 

・漢字や敬語など国語のテキストで学習したことをもとに挑戦する「東員学び検定」 

・なわとびで「交差とび」や「二重とび」などがどれくらいできたかによって級を認 

定する「なわとび検定」 

・メニューを考え、買い物、調理、後片付けまで行う「自分で作る弁当の日」 

などを実施しています。 

幼児期においては、親子の一対一の時間の充実を大切にし、 

・50冊の読み聞かせを行う「読書登山」 

・親子で行う発達段階に応じた運動プログラム 

・幼稚園等で育てた野菜を使って家庭で調理する親子クッキング 

これらの子どもたちが達成感を味わうことができる仕掛けを通じて、自己肯定感や自 

己有能感等の育成につなげています。 

  実際に、幼稚園等の子どもたちは、食べられなかった野菜を食べられるようになるな

ど、様々なことに意欲的に取り組めるようになっています。また、小学校入学時には落

ち着いて学校生活に臨んでいる様子が見られます。 
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４ 今後の取組の方向性 

○ 保幼小接続カリキュラムについては、保育・教育の場で積極的に生かされるよう、

カリキュラムに沿った実践事例を収集するとともに、研修等様々な機会を通じて積極

的にカリキュラムの周知・啓発を図ります。 

また、専門家、幼稚園等担当職員、小学校教員、保護者、地域住民などからカリキ

ュラムについて意見を得る機会を設け、カリキュラム策定後もカリキュラムの更なる

活用・改善に取り組みます。 

 

○ 幼児期に育みたい資質・能力を効果的に育成するため、生活習慣、自己肯定感、規

範意識、思考の芽生えなどをテーマに、声掛けや保育・教育活動の工夫などについて、

専門家の指導・助言を受けながら、幼稚園等で実践的な研究と成果の普及に取り組み

ます。 

 


